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一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

法
務
大
臣
は
、
現
在
、
当
分
の
間
、
本
邦
へ
の
上
陸
の
申
請
日
前
十
四
日
以
内
に
中
華
人
民
共
和
国
湖
北
省
及
び
浙
江
省

に
お
け
る
滞
在
歴
が
あ
る
外
国
人
及
び
こ
れ
ら
の
省
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
同
国
旅
券
を
所
持
す
る
外
国
人
（
以
下
「
対
象

外
国
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
三
百
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
第
十
四
号
に
該
当
す
る
外
国
人
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
取
扱
い
（
以

下
「
本
取
扱
い
」
と
い
う
。
）
は
、
対
象
外
国
人
以
外
の
外
国
人
が
同
号
に
該
当
す
る
外
国
人
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
く
、
同
号
に
該
当
す
る
外
国
人
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
閣
議
了
解
は
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
取

扱
い
等
を
踏
ま
え
、
対
象
外
国
人
か
ら
の
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
申
請
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
保

留
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


